
「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の
実施の状況に関する報告」の概要

１ 報告の趣旨
特定秘密保護法第19条の規定に基づき、特定秘密の指定等の状況につい

て、毎年１回、有識者の意見を付して国会に報告するもの

２ 対象期間
令和２年１月１日から同年12月31日までの間

３ 運用基準の一部変更
平成26年10月14日に閣議決定された「特定秘密の指定及びその解除並び

に適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」(以下「運用基
準」という。)について、特定秘密保護法別表に掲げる事項の内容を具体的
に示した事項の細目及び具体的な情報が出現する前に特定秘密に指定する
際の手続の明確化等について見直しを行い、令和２年６月16日に一部変更

４ 特定秘密保護法における行政機関
対象期間末（令和２年12月31日）時点において特定秘密保護法上の行政

機関は、28機関

５ 指定権限を有する行政機関（対象期間末時点）
・ 指定権限を有する行政機関は、20機関
・ 指定に係る特定秘密管理者の数は、12機関23人

６ 対象期間中における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況
(1) 特定秘密の指定の状況

ア 全体の指定の状況
９機関・51件（行政機関別の内訳を記載）

イ 事項別の指定の状況
（法別表の４分野別・事項の細目別の指定件数）

ウ 各行政機関の指定の状況
（行政機関別の指定内容の概要及び件数）

(2) 特定秘密の指定の有効期間の満了、延長及び解除等の状況
・ 有効期間を満了したのは、２機関・４件
・ 有効期間を延長したのは、９機関・57件
・ 特定秘密を指定している12機関全てが指定の理由の点検を実施
・ 特定秘密の指定を解除したものは、１機関・３件

(3) 行政文書ファイル等の移管及び廃棄の状況
・ 特定行政文書ファイルの移管件数は、０件
・ 特定行政文書ファイルの廃棄件数は、６件
・ 緊急廃棄された文書の件数は、０件

(4) 運用基準に基づく通報の状況
・ 通報の件数は、０件



(5) 適性評価の実施の状況
・ 政府全体の適性評価の実施件数は、26機関・59,958件

（行政機関別の内訳を記載）
・ 適性評価の評価対象者が同意をしなかった件数は５件

７ 対象期間末時点における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の
実施の状況
(1) 特定秘密の指定の状況

ア 全体の指定の状況
12機関・613件

イ 事項別の指定の状況
（法別表の４分野別・事項の細目別の指定件数）

ウ 情報の類型別の指定の状況
暗号、情報収集衛星及び武器に関するものが多い

エ 指定の有効期間別の件数
・ 16件を除き５年
・ 有効期間を指定当初からの通算で見ると、５年未満となるもの
が２件、５年となるものが191件、５年を超えて10年未満となるも
のが17件、10年以上となるものが403件

オ 指定を解除すべき条件の設定等の状況
指定を解除すべき条件を設定しているのは、183件

カ 各行政機関別の指定の状況
（行政機関別の指定内容の概要及び件数）

(2) 特定秘密が記録された行政文書の保有の状況
特定秘密が記録された行政文書の行政機関別の保有件数
15機関・523,170件

(3) 特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者の数
26機関・128,452人（行政機関別の内訳を記載）

８ 内閣府独立公文書管理監及び情報監視審査会への対応
・ 内閣府独立公文書管理監から４件の是正の求めがあり、当該各省庁
において対応

・ 衆議院情報監視審査会の令和元年年次報告書における政府に対する
意見及び参議院情報監視審査会の平成30年12月１日から令和元年８月3
1日までの間を対象とした年次報告書における主な指摘事項について、
政府の対応を説明

・ 衆議院情報監視審査会の令和２年年次報告書における政府に対する
意見及び参議院情報監視審査会が令和２年11月12日に提出した年次報
告書における政府に対する主な指摘事項について、今後真摯に検討し
た上で説明

９ 内閣府独立公文書管理監からの意見

10 有識者からの意見


